
内　　容

対　　象

申請方法

窓　　口

　各種
か く し ゅ

制度
せ い ど

について
　身体障害者手帳によって受けていただけるサービスは以下のようになります。
　制度によって要件等が定められている場合があります。詳細については各窓口でご確認ください。

①滋賀県内の医療機関を受診する場合は、資格確認書等と福祉医療費受給券を提出す
ると自己負担の一部が助成されます（医療保険の対象となる範囲内）。
②コルセット等の補装具費が保険で後払い（療養費払い）になる時、または県外の医療機
関で診療を受けた時はいったん医療費を払って、次のものを持って下記の窓口に払い戻し
の請求をしてください。
□　医療費の領収書（対象者の氏名、保険点数等の記入があるもの）
□　マイナ保険証や資格確認書等
□　印鑑
□　口座番号のわかるもの
□　福祉医療費受給券
□　医師の意見書（補装具の場合のみ）

愛荘町住民課　     TEL　０７４９－４２－７６９２　FAX  ０７４９－４２－７１１７
愛荘町秦荘支所　　TEL　０７４９－３７－２０５１

●医療費
い り ょ う ひ

の助成
じ ょ せ い

重度
じ ゅ う ど

障
し ょ う

がい者
し ゃ

福祉医療費助成制度
ふ く し い り ょ う ひ じ ょ せ い せ い ど

資格確認書等を使って病院・診療所で診療・投薬を受けたり、治療用装具を作った時など
に、自己負担の一部が助成されます（医療保険の対象となる範囲内）。

愛荘町内に在住し、国民健康保険・社会保険等の医療保険に加入している被保険者で、
身体障害者手帳１級～３級を所持している人。
　　※　所得による制限があります。

助成方法

「福祉医療費受給券」の交付を受けるため、次のものを持って下記の窓口へお越しくださ
い。
□　身体障害者手帳　　　□　マイナ保険証や資格確認書等
□　個人番号の確認できるもの（通知カード等）
□　本人確認ができるもの（運転免許証等）
　   ※町外から転入された場合は、転入時期により前住所地の市町村で発行する課税証
明書（前年の所得額および住民税の賦課状況が分かるもの）が必要になることがありま
す。
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内　　容

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

→

→

→

窓　　口
 確定申告の場合・・・国税相談専用ダイヤル　ＴＥＬ　０５７０－００－５９０１
（自動音声案内に従って操作してください）
 源泉徴収の場合・・・勤務先の給与担当者

所得税
し ょ と く ぜ い

の控除
こうじょこうじょ

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

（育成
い く せ い

医療
い り ょ う

・更生
こ う せ い

医療
い り ょ う

）

医療
い り ょ う

保険
ほ け ん

の選択
せ ん た く

について

身体障害者手帳３級～６級

内　　容

身体障害者手帳１級、２級

６５歳以上７５歳未満の方で、一定の障がいがある方は、現在ご加入の医療保険のほか
に、後期高齢者医療保険制度を選択していただくことができます。
　　※保険証が変更となり、窓口負担や保険料の算定方法が変更となります。

扶養親族（配偶者を含む）に身体障害者
手帳１級、２級を所持している方がおら
れ、同居している場合

　納税者の所得額からさらに
　３５万円が控除されます。

対　　象
＜更生医療＞

＜育成医療＞

障がいによる病状が軽減され、日常生活活動の回復又は向上を図れるよう、医療費の一
部を助成します。
※所得による支給制限があります。

現在身体に障がいがあるかまたは疾患があって、そのまま放置すると将来一定の障がい
を残すと認められる１８歳未満の児童で治療が必要であると医師が判断する者

身体障害者手帳を所持する１８歳以上の方で、身体障がいをもたらしている一定の病状に
対し、医学的処置を行うことによって日常生活活動を回復または向上する可能性がある者
で、治療が必要であると医師が判断する者

納税者が障がい者である場合、または扶養親族（配偶者を含む）に障がい者がいる場合
に、納税者の所得額から障がいの程度に応じた額が控除されます。

町内在住の６５歳以上７５歳未満の方で、身体障害者手帳１級から３級もしくは身体障害
者手帳４級の一部（音声･言語・そしゃく機能の障がいと下肢障がいの一部）をお持ちの方

事前に自立支援医療指定病院の指定医とよく相談され、下記の窓口へ申請してください。
愛荘町福祉課　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX  ０７４９-４２-５８８７

愛荘町住民課　     TEL　０７４９－４２－７６９２　FAX  ０７４９－４２－７１１７
愛荘町秦荘支所　　TEL　０７４９－３７－２０５１

　普通障がい者として所得額から
　２７万円が控除されます。

　特別障がい者として所得額から
　４０万円が控除されます。

●税
ぜ い

の控除
こ う じ ょ

・減免
げ ん め ん
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→

→

→

窓　　口

内　　容

□　身体障害者手帳　（原本）

□　運転免許証 （表裏の写しでも可）

□　自動車検査証 （写しでも可）

□　納税通知書

□　減免申請書（県税事務所備え付け）

□　障がい者が継続して使用していることの分かる証明（通院・通学・通勤・通所）

自動車
じ ど う し ゃ

税
ぜ い

の減免
げ ん め ん

　　　 以下は生計を同一にする者が運転する場合に必要な書類

□　生計同一証明書（愛荘町福祉課）

愛荘町税務課　　　TEL　０７４９－４２－７６９０　ＦＡＸ　０７４９－４２－７１１７

　※ただし、年末調整や確定申告で所得税での控除を受けている場合は、住民税の手続
きは不要です。

扶養親族（配偶者を含む）に身体障害者
手帳１級、２級を所持している方がおら
れ、同居している場合

　特別障がい者として所得額から
　３０万円が控除されます。

身体障害者手帳３級～６級

納税者が障がい者である場合、または扶養親族（配偶者を含む）に障がい者がいる場合
に、納税者の所得額から障がいの程度に応じた額が控除されます。

　普通障がい者として所得額から
　２６万円が控除されます。

内　　容

窓　　口

身体障害者手帳１級、２級

自動車税が減免される場合があります。
減免対象となる自動車税は、身体障害者手帳をお持ちの方が所有している自動車等に限
ります（満１８歳未満の場合は生計を同一にしている者が車の所有者でも可能な場合あ
り）。
＊自動車税は、当該年度の4月1日現在の所有者に対して賦課（課税）されます。

障がいの程度等一定の要件がありますので、詳しくは下記窓口等にお問い合わせくださ
い。

　納税者の所得額からさらに
　２３万円が控除されます。

住民税
じ ゅ う み ん ぜ い

の控除
こ う じ ょ

滋賀県東北部県税事務所 湖東納税課  ＴＥＬ０７４９-２７-２２０６　ＦＡＸ０７４９-２６-３３９１
（滋賀県内の各県税事務所・自動車税事務所（守山）でも受付可能）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　 　　ＴＥＬ　０７７-５８５-７２８８
生計同一証明書の発行・・・愛荘町福祉課 （愛荘町役場　本庁舎別館）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　  　  　 　　　　　　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７
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内　　容

障がい者本人が運転される場合は以下の書類が必要です。

□　身体障害者手帳　

□　運転免許証 （運転される方のもの）

□　自動車検査証 （車検証)のコピー

□　納税通知書および納付書

□　減免申請書

　　 ※家族の方が運転される場合等は提出書類も異なります。

申請期間

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

窓　　口

　　５月、納税通知書及び納付書がお手元に到着してから納期限７日前までに
　　申請してください。

愛荘町税務課             　　　　　　 TEL 　０７４９－４２－７６９０　　ＦＡＸ　０７４９－４２－７１１７

必要書類

所得税
し ょ と く ぜ い

の軽減
け い げ ん

（バリアフリー改修
か い し ゅ う

工事
こ う じ

特別
と く べ つ

控除
こ う じ ょ

）

滋賀県東北部県税事務所　　ＴＥＬ　０７４９-６５-６６０７　ＦＡＸ　０７４９-６５-５７７６

事業税
じ ぎ ょ う ぜ い

（課税
か ぜ い

対象
た い し ょ う

外
が い

）の控除
こ う じ ょ

軽
け い

自動車
じ ど う し ゃ

税
ぜ い

の減免
げ ん め ん

＜特定増改築等住宅借入金等特別控除＞
バリアフリー改修工事を含む増改築を行った方で、下記対象に該当し、工事に係る資金に
ついて借入金があって一定の要件を満たす場合は、所得税額から１年間で最高１２万５千
円控除されます。

    　※対象となる工事の要件など、詳細については税務署へお問い合わせください。

国税相談専用ダイヤル　ＴＥＬ　０５７０－００－５９０１（自動音声案内に従って操作してくだ
さい）

次のいずれかに該当する方
　・年齢が５０歳以上である
　・要介護認定または要支援認定を受けている
　・障がい者である
　・要介護認定または要支援認定を受けている親族、障がいのある親族、６５歳以上
　　の親族のいずれかと同居している

障がいの程度により軽自動車税が減免される場合があります。
減免対象となる自動車等は、原則として身体障害者手帳をお持ちの方が所有している車
に限ります。
家族の方が運転される場合等で減免を受けていただくには、一定の要件があります。詳し
くは下記窓口にお問い合わせください。
ただし、障がい者お一人について普通自動車を含めて一台のみの減免となります。

＊軽自動車税は、当該年度の4月1日現在の所有者に対して賦課（課税）されます。

あんま・はり等医業に類する事業のうち、重度の視力障がい者（矯正後の両眼の視力が
０．０６以下）の方が事業を営む場合は課税されません。
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内　　容

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

窓　　口

使い方

備　　考

有料道路通行料の割引
ゆ う り ょ う ど う ろ つ う こ う り ょ う の わ り び き

(ETCカードがない場合
ば あ い

）

事前申請により、有料道路の通行料が５割引 となります。

有料道路料金所にて支払前に障害者手帳の有料道路割引証明のあるページを
提示してください。　　　※琵琶湖大橋も割引対象となります。

　　　※有効期限日の２ヶ月前から更新手続きが可能となります。
　　　　 上記の必要書類をご持参ください。
　　　※車によっては登録できない車もあります（事業用などの車や、会社名義の車は登録
    　　　できません。なお、ローン会社の場合は登録できます）。

愛荘町役場福祉課　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

●行動
こ う ど う

範囲
は ん い

の拡大
か く だ い

内　　容

相
そ う

続
ぞ く

税
ぜ い

の控除
こ う じ ょ

□　身体障害者手帳

必要書類

      ※事前に登録できる車は お１人につき１台に限ります。
　   ※事前に登録されていない車（知人の車やレンタカー等）での利用も、
　　一定の要件のもとで障害者割引が適用できます。
      ※ 身体障害者手帳２種の場合は、その手帳を所持している本人が運転している時
　　      のみ、割引となります。

相続または遺贈によって財産を得た障がい者が民法にいう相続人に該当する場合、次の
額にその方が満８５歳になるまでの年数を乗じて算出した金額が、相続税から控除されま
す。

　① 身体障害者手帳　１級、２級の方　　　　　→　２０万円
　② 身体障害者手帳　３級～６級の方　　　　 →　１０万円

国税相談専用ダイヤル　ＴＥＬ　０５７０－００－５９０１（自動音声案内に従って操作してくだ
さい）

対象者に対して生前に信託受益権の贈与を行う場合、一定の条件の下に贈与税が非課
税になります。

身体障害者手帳１級、２級の所持者（特別障害者）

贈与税
ぞ う よ ぜ い

の控除
こ う じ ょ

国税相談専用ダイヤル　ＴＥＬ　０５７０－００－５９０１（自動音声案内に従って操作してくだ
さい）

□　自動車検査証　　□　自動車検査証記録事項   ( A6サイズの車検証の場合に必要）

□　免許証　（本人が運転される場合のみ）
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窓　　口

使い方

備　　考

内　　容

１種 … 本人とその介護者１名が乗車する場合

→ ５割引

→ ５割引

本人のみで乗車する場合

→ ５割引

２種 … 本人のみで乗車する場合

→ ５割引

使い方

内　　容

対　　象

使い方

身体障害者手帳の所持者

対　　象

タクシー運賃
う ん ち ん

の割引
わ り び き

ＪＲ線
せ ん

・近江
お う み

鉄道
て つ ど う

線
せ ん

旅客
り ょ か く

運賃
う ん ち ん

の割引
わ り び き

愛荘町役場福祉課　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７
オンライン申請受付サイト　　https：//www.expressway-discount.jp

身体障害者手帳所持者

片道100ｋｍ（他鉄道通算）を超える場合のみ

メーター表示額より １０％ の割引になります。

　　 ただし２０歳未満の方は保護者名義のカードでも登録が可能です）

普通乗車券・回数乗車券

普通乗車券

普通乗車券

定期乗車券

乗車券購入前にＪＲ・近江鉄道各駅窓口にて手帳を提示ください。

ＪＲ線・近江鉄道線の乗車運賃が下記のように割引されます。

□　身体障害者手帳

□　ＥＴＣ車載セットアップ申込書・証明書

　登録済みのＥＴＣカードを車載器に挿入してＥＴＣレーンを通過してください。
 　　※琵琶湖大橋も割引対象となります。

□　自動車検査証　　□　自動車検査証記録事項　（A6サイズの車検証の場合に必要）

□　ＥＴＣカード（手帳所持者本人名義のカードに限ります。

　　　　　※有効期限日の２ヶ月前から更新手続きが可能となります。上記の必要書類をご持
　　　　　　参ください。(ＥＴＣカード・ＥＴＣセットアップ証明書は変更がなければ不要です)
　　　　　※ＥＴＣの場合は、有料道路ＥＴＣ割引登録係への登録手続きが必要です。
　 　　　　　そのため、窓口での申請から割引が適用されるまでに日数がかかります。
 　　　　　　登録手続き完了後に、文書でＥＴＣ利用による割引の開始日が通知されます。
　 　　　　　それまでは料金所で係員に手帳を提示してください。
　　　　　※車によっては登録できない車もあります（事業用などの車や、会社名義の車は登録
   　　　　　できません。なお、ローン会社の場合は登録できます）。
　　　　　※オンライン申請の場合は、マイナンバーカードと「マイナポータル」への登録が必要です。

タクシー乗車時に手帳を提示ください。

有料道路通行料の割引
ゆ う り ょ う ど う ろ つ う こ う り ょ う の わ り び き

（ＥＴＣカードを使用
し よ う

する場合
ば あ い

）

内　　容
      ※事前に登録できる車は お１人につき１台に限ります。
　    ※事前に登録されていない車（知人の車やレンタカー等）での利用も、
　　　一定の要件のもとで障害者割引が適用できます。（但し、ETC専用レーンやスマートICの利用は不可）
      ※ 身体障害者手帳２種の場合は、その手帳を所持している本人が運転している時
　　      のみ、割引となります。

片道100ｋｍ（他鉄道通算）を超える場合のみ

□　免許証　（本人が運転される場合のみ）

必要書類

事前申請により、有料道路の通行料が５割引 となります。
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内　　容

対　　象

使い方

その他

内　　容

対　　象

使い方

内　　容

対　　象

窓　　口

使い方

備　　考

内　　容

対　　象

窓　　口

使い方

バス乗車時に手帳を提示してください。

・予約型乗合タクシーは完全予約制ですので、予約のない便は運行しません。
・運行車両は全て車イスに対応していますが、折りたためない車イス（電動車イス　等）は、
　対応できません。予め、ご了承お願いします。

航空旅客運賃の割引
こ う く う り ょ か く う ん ち ん の わ り び き

身体障害者手帳の所持者
　　１種 … 本人＋介護人　→　５割引
　　２種 … 本人のみ 　　   →　５割引

国内航空線を利用する時に、割引が適用されます。

各航空券販売窓口

自動車燃料費またはタクシー運賃のいずれかを助成します。
自動車燃料費は年間７，２００円の金額助成、タクシー運賃は年間１４，４００円（６００円×
２４枚）のチケットによる助成をします。
※年度の途中で助成決定となった場合は、決定月から年度末までの分を月数割りで運賃
助成券を交付します。

割引率は利用される航空会社により異なります。
詳しくは各航空会社に直接問い合わせてください。

予約型乗合
よ や く が た の り あ い

タクシー（愛称
あ い し ょ う

：愛
あ い

のりタクシー）運賃
う ん ち ん

の割引
わ り び き

バスを利用する時、普通旅客運賃が５割引になります。

障がいのある人とその(※)介護者は、運賃が大人普通料金の半額になります。
（※介護者は、身体障害者手帳・療育手帳の１種介護付表示者のみ）

予約型乗合タクシーのご予約は近江タクシー(株)（ＴＥＬ：0749-22-1111）まで。また、タク
シー乗車時に手帳を提示ください。

身体障害者手帳の所持者およびその介護者

身体障害者手帳 １級～３級の方で在宅生活されている方。
※ただし、自動車燃料費助成事業の対象者は、身体障害者手帳１・２級の方に限ります。

・タクシー乗車の精算時にチケットを提示ください。
　なお、町と協定締結している業者に限ります。
・タクシーの乗車１回につき助成券利用限度枚数は２枚とします。
・自動車燃料費助成については、町内の給油所において申請された自家用自動車に給油
した場合に限ります。（領収書を添えて年度内に請求してください）
・タクシー運賃助成利用の方は、タクシー乗車時に手帳を提示することにより、タクシー運
賃の割引と一緒に利用できます。

愛荘町役場福祉課　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

満３歳以上の身体障害者手帳の所持者
　「本人・介護人1名」に適用

航空券販売窓口で手帳を提示してください。

近江
お う み

鉄道
て つ ど う

バス・湖
こ

国
こ く

バス運賃
う ん ち ん

の割引
わ り び き

自動車
じ ど う し ゃ

燃料
ね ん り ょ う

費
ひ

・タクシー運賃
う ん ち ん

助成
じ ょ せ い
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内　　容

対　　象

必要書類

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

窓　　口 愛荘町役場福祉課　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　　　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

① 視覚障がい 　　１級～４級の１ 
② 聴覚障がい 　　２～３級
③ 平衡機能障がい　　３級
④ 肢体不自由（上肢）　　１級～２級
⑤ 肢体不自由（下肢）　　１級～４級
⑥ 肢体不自由（体幹）　　１級～３級
⑦ 肢体不自由（脳原性上肢）　　１級～２級
⑧ 肢体不自由（脳原性移動）　　１級～４級
⑨ 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・免疫・肝臓機能障がい　１級～３級

滋賀県
し が け ん

車
く る ま

いす使用
し よ う

者
し ゃ

等
と う

用
よ う

駐車
ち ゅ う し ゃ

場
じ ょ う

利用
り よ う

証
し ょ う

制度
せ い ど

ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している人、内部障害者難病のある人、又は妊婦
初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、
周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるマークです。希望される人
に無料でお渡しします。

滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
〒520-8577　　大津市京町四丁目１番１号　
　
ＴＥＬ０７７－５２８－３５１２　　　ＦＡＸ０７７－５２８－４８５０

障がい者や高齢者など、移動に配慮が必要な方が使いやすい駐車場とするため、車いす
マーク等の駐車区画を利用する場合、一定の対象者が申請することにより利用証を交付
する制度。

東近江警察署交通課　　ＴＥＬ　０７４８－２４－０１１０　ＦＡＸ　０７４８－２４－０１４３

□　身体障害者手帳　　　　　□免許証　　　　□自動車検査証

内　　容

⑦～⑧は医師の診断書・意見書および身分証明書

①～③は手帳の写し　　　　　　　　　　④は特定疾患医療受給者証等の写し

駐車禁止の対象除外
ち ゅ う し ゃ き ん し の た い し ょ う じ ょ が い

下記の身体障害者手帳を所持する方の利用する車が、駐車禁止の対象から除外されま
す。下記窓口にて証明書を発行します。

⑤は介護保険被保険者証の写し　　　⑥は母子健康手帳の写し

① 身体障害者手帳所持者で一定の障害区分および要件を満たすもの 
② 療育手帳所持者で程度が「Ａ１」「Ａ２」または「Ａ」の方
③ 精神保健福祉手帳所持者で区分が「2級」以上の方
④ 難病患者の場合は特定疾患医療受給者等の方
⑤ 高齢者の場合は要介護状態区分が「要介護１～５」の方
⑥ 妊産婦の場合は母子手帳取得時～産後１年の方
⑦ けが人の場合は一時的に移動の配慮が必要な方
⑧ その他、上記以外の歩行困難者で、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方

必要書類
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窓　　口

内　　容

窓　　口

内　　容

窓　　口

身体
し ん た い

障害者
し ょ う が い し ゃ

マーク

内　　容

障がい者を示すマークはさまざまありますが、一般的に広く使用されているマークに下の２
種類があります。
この２種類のマークは下記窓口で購入（およそ500円）することが出来ます。

＜障害者マーク購入先＞
　東近江地区交通安全協会　
　東近江市八日市緑町２６－１８（東近江警察署内）　 ＴＥＬ　０７４８－２６－２３９２ 
  
  
＜適性検査の実施先＞
　運転免許センター（守山市木浜町２２９４）
　月曜日～金曜日（平日）　午前８：３０～午後５時　   ＴＥＬ・ＦＡＸ　０７７－５８５－１２５５

聴覚障がい者が運転していることを示すマークです。このマークが表示され
ている車を発見した場合は、必要に応じて徐行・減速するなどし、安全に通
行できるように配慮してください。このマークをつけた車に幅寄せや割り込
みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられることになります。
※運転免許証の条件欄に「補聴器」が記載されている場合は、補聴器を使
わずに運転することは出来ません。補聴器を使わず、このマークを使って運
転する場合は、下記にて適性検査を受ける必要があります。

＜身体障害者標識（障害者マーク）＞
　　東近江警察署交通課　　ＴＥＬ　０７４８－２４－０１１０　ＦＡＸ　０７４８－２４－０１４３
＜障がい者のための国際シンボルマーク＞
　　あじさいの家共同作業所　彦根市平田町６３０番地２
　　　　　　　　　　　　　　　 　　ＴＥＬ　０７４９－２４－４５１８　ＦＡＸ　０７４９－２４－４５１９

聴覚
ち ょ う か く

障害者
し ょ う が い し ゃ

マーク

愛荘町社会福祉協議会　秦荘事務所     ＴＥＬ　０７４９－３７－８０６３
　　　　　　　　　　　　　　　  愛知川事務所　ＴＥＬ　０７４９－４２－７１７０　
　
※開庁日で8：30～17：15の間に貸出できます。閉館日は貸出しを行っていません。

＜障がい者のための国際シンボルマーク＞
障がい者が容易に利用できる建物、施設であることを示すマークです。この
マークはすべての障がい者を対象としたもので、特に車いすを利用している
方に限定されているものではありません。
自動車に貼って、身体障がい者が乗っていることを他車に伝えるためにも
用いられています。

＜身体障害者標識（障害者マーク）＞
肢体不自由があって、そのために運転免許に条件がついている方が運転し
ていることを示すマークです。このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを
行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられることになります。

車
く る ま

いすの貸出し
か し だ し

一時的に車いすが必要な人に、短期間（1か月）貸出します。
下記の窓口までお越しくだされば、その場でお貸しいたします。
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内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

窓　　口

内　　容

窓　　口

身体障害者手帳を有する上肢・下肢または体幹機能障がい者であって、次のいずれかに
該当する人

＜本人運転の場合＞
上肢機能障がい、下肢機能障がいまたは体幹機能障がいを有する障がい者の就労等の
ために自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造するこ
とが必要な人

＜介護者運転の場合＞
上肢機能障がい、下肢機能障がいまたは脳原性多動機能障がい（部分等級１級、２級）を
有する障がい者（児）の通院、通学、通所、または生業のために、自動車（障がい者自ら所
有または、その人と生計を同一にする人が所有する自動車に限る）に、椅子の移動介護装
置（昇降装置、固定装置等）を装着することが必要な人

自動車
じ ど う し ゃ

操作
そ う さ

訓練
く ん れ ん

費
ひ

の助成
じ ょ せ い

自動車運転の技能修得費の貸付
じ ど う し ゃ う ん て ん の ぎ の う し ゅ う と く ひ の か し つ け

愛荘町社会福祉協議会　  愛知川事務所  ＴＥＬ　０７４９-４２-７１７０　ＦＡＸ　０７４９-４２-７１７８

身体障がい者が自ら運転する自動車を購入する場合、または障がい者と生計を同一にす
る人が専ら当該障がい者の日常生活の便宜や社会参加の促進を図るために自動車を購
入する場合、その必要な経費の貸し付けを受けられます。なお、所得や障がいの程度によ
り対象要件がありますので事前の相談をお願いします。

生業を営み、または就職するために障がい者が自動車の運転免許を修得する必要がある
場合、その必要な経費の貸し付けを受けられます。なお、所得や障がいの程度により対象
要件がありますので事前の相談をお願いします。

愛荘町役場福祉課　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

自動車改造費の一部を助成します。（限度額：１０万円）
事前申請・承認が必要となりますので、改造前に下記窓口までご相談ください。
※所得による支給制限があります。

自動車
じ ど う し ゃ

改造
か い ぞ う

費
ひ

の助成
じ ょ せ い

愛荘町社会福祉協議会　  愛知川事務所  ＴＥＬ　０７４９-４２-７１７０　ＦＡＸ　０７４９-４２-７１７８

愛荘町役場福祉課　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

自動車教習所にて免許を取得するための費用の一部を助成します。事前申請・承認が必
要となりますので自動車教習所へ入校される前に身体障害者手帳・印鑑を持参のうえ、下
記の窓口までお越しください。
※所得による支給制限があります。（限度額：１０万円）

自動車
じ ど う し ゃ

購入
こ う に ゅ う

資金
し き ん

の貸付
か し つ け

① 身体障害者手帳  １級～４ 級
② ①以外であっても障がいが肢体不自由で、
　 当該障がいのために自動車を改造する必要がある人
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内　　容

対　　象

必要書類

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

必要書類等

窓　　口

内　　容

窓　口
ラポール秦荘けんこうプール　（〒529-1206　愛荘町蚊野2978番地1）
　  ＴＥＬ　０７４９－３７－４７７７　ＦＡＸ　０７４９－３７－４７７８

最寄のＮＴＴ支店

もしくは、下記に連絡すれば申込書が送られてきます。
　● ＮＴＴ西日本ふれあい案内担当　　ＴＥＬ　０１２０-１０４１７４

電話
で ん わ

番号
ば ん ご う

の無料
む り ょ う

案内
あ ん な い

□　身体障害者手帳所持者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証をお持
ちの方および必要な介助者１名（高校生以上）については、利用者各区分の半額です。

＜半額免除対象者 ＞
　　① 身体障がい者（視覚障がい・聴覚障がい）で、世帯主 かつ 契約者 の方
　　② 身体障がい者 １級、２級で、世帯主 かつ 契約者 の方
　
＜ 全額免除対象者 ＞
　　身体障がい者(児)のいる低所得世帯（生活保護世帯、もしくは世帯構成員全員が町民
　　税非課税の場合）

●公共料金
こ う き ょ う り ょ う き ん

の割引
わ り び き

等
な ど

携帯電話の基本料等が割引されます。
割引内容は各携帯電話会社によって異なります。
詳しくは各店舗へお問い合わせてください。

携帯
け い た い

電話
で ん わ

基本料
き ほ ん り ょ う

等
な ど

の割引
わ り び き

ＮＨＫの放送受信料が半額または全額免除されます。

□　身体障害者手帳所持者

携帯電話各社の支店、各社電話取扱店等

ラポール秦荘
は た し ょ う

けんこうプールの入場
に ゅ う じ ょ う

料
り ょ う

の割引
わ り び き

電話番号を無料で案内します。

①視覚障がい　１～６ 級 

②上肢機能障がいまたは体幹機能障がい　１級または２級

愛荘町役場福祉課　　　  　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

ＮＨＫ放送受信料の減免
Ｎ Ｈ Ｋ ほ う そ う じ ゅ し ん り ょ う の げ ん め ん

□　身体障害者手帳　　　　　□　印鑑
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内　　容

対　　象

内　　容

対　　象

窓　口

内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

県立施設入場（館）料の割引
け ん り つ し せ つ に ゅ う じ ょ う （ か ん ） り ょ う の わ り び き

点字
て ん じ

図書
と し ょ

給付
き ゅ う ふ

事業
じ ぎ ょ う

声
こ え

の広報
こ う ほ う

点字図書の購入に対し、年間６タイトルまたは２４巻を限度として給付します。

点字により情報の入手を行なっている町内に居住する視覚障害者。

愛荘町役場福祉課　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

声の広報…「広報あいしょう」および「社協あいしょう」等をカセットテープにふきこんで希望
者に無料で貸出します。

 愛荘町選挙管理委員会事務局（愛荘町役場愛知川庁舎内）
　　TEL ０７４９-４２-７６８０　ＦＡＸ　０７４９-４２-６０９０

下記の施設で入館時に手帳を提示すれば、入場料が無料または割引されます。

●社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

の促進
そ く し ん

視覚障がい等により広報を読むことが困難で、本サービスを希望される方。

愛荘町社会福祉協議会　
　　　　　　　　　　　　　　　  愛知川事務所　ＴＥＬ　０７４９－４２－７１７０　ＦＡＸ　０７４９－４２－７１７８

郵便
ゆ う び ん

による不在者
ふ ざ い し ゃ

投票
と う ひ ょ う

あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けることにより郵便による不在者投票を行うこと
ができます。

① 両下肢・体幹・移動機能のいずれかに障がいがある １級 または ２級 の人

② 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫のいずれかに障がいがある
     １級 ～ ３級 の人

③ 介護保険法に規定する、要介護５の人。

①入場料・使用料が無料になる施設
　　・ 醒井養鱒場　　　　　        ＴＥＬ　０７４９－５４－０３０１　   ＦＡＸ　０７４９－５４－０３０２
　　　   観光案内　           　    ＴＥＬ　０７４９－５４－２７１５
　　・ 近代美術館　 　　         　ＴＥＬ　０７７－５４３－２１１１ 　  ＦＡＸ　０７７－５４３－４２２０
　　・ 陶芸の森陶芸館　　        ＴＥＬ　０７４８－８３－０９０９　   ＦＡＸ　０７４８－８３－１１９３
　　・ 安土城考古博物館       　ＴＥＬ　０７４８－４６－２４２４     ＦＡＸ　０７４８－４６－６１４０　
　　・ 県立障害者福祉センター ＴＥＬ　０７７－５６４－７３２７   　ＦＡＸ　０７７－５６４－７６４１
　　・ 琵琶湖博物館       　      ＴＥＬ　０７７－５６８－４８１１   　ＦＡＸ　０７７－５６８－４８５０
　　・芸術劇場びわ湖ホール　  ＴＥＬ　０７７－５２３－７１３３
　　・びわ湖こどもの国　　　　　 ＴＥＬ　０７４０－３４－１３９２
　　・希望が丘文化公園　　　　  ＴＥＬ　０７７－５８６－２１１１ 
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対　　象

対　　象

対　　象

窓　　口

対　　象

窓　　口

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

聴覚障がい者、言語障がい者

全国どこからでも、「１１０番アプリ」を利用することができ、スマートフォンからの位置情報
を基に、通報時にいる場所の県警につながります。
聴覚や言語に障がいのある方など、音声による１１０番通報が困難な方のための専用アプ
リです。
　※アプリは誰でも無料でダウンロードすることが可能です。

FAX

警察庁
け い さ つ ち ょ う

の緊急
き ん き ゅ う

通報
つ う ほ う

「１１０番
ば ん

アプリ」

内　　容

東近江行政組合消防本部　指令課
    　　　ＴＥＬ　 ０７４８－２２－７６０５　ＦＡＸ　 ０７４８－２３－０１１９

町内在住の聴覚障がい者、言語障がい者

Ｎｅｔ１１９　緊急
き ん き ゅ う

通報
つ う ほ う

システム

町内在住の聴覚障がい者および町内在住の聴覚障がい者と意思疎通を図る必要のある
者

電話の１１０番通報にかわる手段としてファックスによる緊急通報ができます。
内　　容

０７７－５２６－０１１０　　　　　　通報先：滋賀県警察本部地域課通信指令室

ＦＡＸ１１０番

町内在住の聴覚障がい者、言語障がい者

Ｎｅｔ１１９は、音声による１１９番通報が困難な聴覚・言語機能障害者が円滑に消防へ通報
を行えるシステムです。スマートフォンなどから通報用Webサイトにアクセスして、消防本部
が消防隊や救急隊をどこに出動させるべきかを判断するために必要な「救急」「火事」の別
と、通報者の位置情報を入力すれば、即座に消防本部に通報がつながり、その後にテキ
ストチャットで詳細を確認する仕組みとなっています。

愛荘町役場福祉課　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

内　　容

内　　容
手話通訳者または要約筆記の派遣を受けることができます。
営利目的など内容によっては派遣できないこともあります。
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対　　象

窓　　口

町内在住の身体障害者手帳所持者

愛荘町役場福祉課　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

障がい者の健康維持と機能の維持回復のため、次の種目について、年１回、県でスポー
ツ大会を行っています。

滋賀県
し が け ん

障害者
し ょ う が い し ゃ

スポーツ大会
た い か い

内　　容
＜種目＞ 
　　陸上競技　　水泳競技　　　　　　　アーチェリー競技
　　卓球競技　　フライングディスク
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内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓  　口

内　　容

対　　象

窓　　口

愛荘町子ども支援課（愛知川庁舎）　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９３　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

特別児童扶養手当
と く べ つ じ ど う ふ よ う て あ て

対象条件に該当する場合、手当が支給されます。詳しくは下記の窓口へお問い合わせくだ
さい。
※所得による支給制限があります。
支給額・・・本体額：全部支給の場合は月額48,050円
　　　　　　　第2子以降加算額については窓口にお問合わせください。
支給月・・・5月（3,4月分）、7月（5,6月分）、9月（7,8月分）、11月（9,10月分）、
             1月（11,12月分）、3月（1,2月分）

対象条件に該当する場合、手当が支給されます。詳しくは下記の窓口へお問い合わせくだ
さい。　※所得による支給制限があります。
支給額・・・月額30,450円
支給月・・・5月（2月分～4月分）、8月（5月～7月）、
　　　　　　11月（8月～10月）、2月（11月～1月）

父母の離婚等によりひとり親となった家庭の親又は、親に代わってその児童を養育してい
る方、あるいは父又は母が身体などに重度の障がいがある児童のもう一方の父母に対し
て支給されます。（児童とは、18歳到達の年度末まで、又は20歳未満で心身におおむね中
度以上の障がいのある児童をいいます。）

愛荘町役場福祉課　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

特別障害者手当
と く べ つ し ょ う が い し ゃ て あ て

対象条件に該当する場合、手当が支給されます。詳しくは下記の窓口へお問い合わせくだ
さい。※所得による支給制限があります。
支給額・・・月額16,560円
支給月・・・5月（2月分～4月分）、8月（5月～7月）、
　　　　　　11月（8月～10月）、2月（11月～1月）

障害児福祉手当
し ょ う が い じ ふ く し て あ て

重度の精神または身体の障がいにより、日常生活において常時の介護を必要とする２０才
未満の人

児童扶養手当
じ ど う ふ よ う て あ て

対象条件に該当する場合、手当が支給されます。詳しくは下記の窓口へお問い合わせくだ
さい。※所得による支給制限があります。
支給額・・・1級：月額58,450円、2級：38,930円
支給月・・・4月（12月分～3月分）、8月（4月分～7月分）、12月（8月分～11月分）

●手当
て あ て

・年金
ね ん き ん

等
と う

愛荘町役場福祉課　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

２０歳未満の心身障がい児（身体障害者手帳１～３級程度）を監護している父母または養
育している人。（ただし、障がいの程度によっては該当しない場合があります。）

愛荘町役場福祉課　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

重度の精神または身体の障がいにより、日常生活において常時の介護を必要とする２０才
以上の人
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内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

特別
と く べ つ

障害
し ょ う が い

給付
き ゅ う ふ

金
き ん

制度
せ い ど

障害認定日（原則、初診日から１年６ヵ月を経過した日）における障がいの程度が障害等
級表（身体障害者手帳の等級とは基準が異なります）に該当している、次のいずれかの
人。

① 国民・厚生・共済年金いずれかの被保険者期間中に初診日がある人。
② ①に該当しない場合で、２０歳前または６０歳以上６５歳未満に初診日がある人。　　　　　
　　　　　※年金保険料の納付要件や所得制限等により請求できない（全額または一部が
支給されない）場合があります。
※障害認定日には障害等級表に該当しない場合でも、６５歳に達する前に障がいの程度
が重くなった時は障害年金が支給されることがあります。

障害者扶養共済制度に加入している場合、心身障がい者（児）を扶養している方が死亡さ
れた時などに、その障がい児（者）に１口あたり月額２０，０００円の年金が支給されます。

滋賀県健康医療福祉部　障害福祉課　　　　TEL　077-528-3542
　　※愛荘町役場福祉課窓口にパンフレットがあります。

身体障害者手帳　１級 ～ ３級 の所持者を扶養している６５歳未満の親族

日本年金機構彦根年金事務所　ＴＥＬ　０７４９－２３－１１１２　
※障害共済年金の場合は各共済組合にお問い合わせください

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金
し ょ う が い き そ ね ん き ん ・ し ょ う が い こ う せ い ね ん き ん ・ し ょ う が い き ょ う さ い ね ん き ん

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい
のある人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、社
会的措置として創設されました。

日本年金機構彦根年金事務所　ＴＥＬ　０７４９－２３－１１１２　
※障害共済年金の場合は各共済組合にお問い合わせください
愛荘町住民課　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９２　　ＦＡＸ　０７４９-４２-７１１７
※障害基礎年金のみ愛荘町住民課でも受付可能です。

障害基礎年金は１級と２級、障害厚生年金・障害共済年金には１級から３級まであります。
（身体障害者手帳の等級とは基準が異なります）。なお、障害厚生年金・障害共済年金に
ついては３級に該当しない場合であっても、障害手当金が支給されることがあります。詳し
くは下記の窓口へお尋ねください。

障害者
し ょ う が い し ゃ

扶養
ふ よ う

共済
き ょ う さ い

制度
せ い ど

次の①または②のいずれかに該当する人
①平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった学生
②昭和６１年３月以前に国民年金任意加入対象であった被用者（厚生年金、共済組合等
の加入者）の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障
害基礎年金１級、２級相当の障がいに該当する人。ただし65歳に達する日の前日までに当
該障害状態に該当し、請求された人に限られます。また、給付金を受けるためには、厚生
労働大臣の認定が必要になります。

なお、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することが出来る人は対
象になりません。
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対　　象

窓　　口

備　　考

対　　象

窓　　口

備　　考

・　電動車いす
・　歩行器
・　歩行補助つえ
・　座位保持装置
・　座位保持いす
・　起立保持具
・　頭部保護帽
・　排便補助具
・　重度障害者用意思伝達装置

介護保険制度が優先的に適用されます。

補装具の交付・修理
ほ そ う ぐ の こ う ふ ・ し ゅ う り

用具の種類ごとに細かな要件があります。下記の窓口へお問い合わせてください。

用具の種類ごとに細かな要件があります。下記の窓口へお問い合わせてください。

内　　容

　・　透析液加温器(自己連続携行式腹膜潅流
　　　(CAPD)による透析療法)
　・　ネブライザー（吸入器）
　・　電気式たん吸引器
　・　酸素ボンベ運搬車
　・　盲人用音声式体温計
　・　盲人用体重計
　・　携帯用会話補助装置
　・　情報・通信支援用具
　・　点字ディスプレイ
　・　点字器（標準型、携帯用）
　・　点字タイプライター
　・　視覚障がい者用ポータブルレコーダー
　　　　　　　　　（再生専用、録音再生）
　・　視覚障がい者用活字文書読上げ装置
　・　視覚障がい者用拡大読書器
　・　盲人用時計（触読式・音声式）
　・　聴覚障がい者用通信装置（ＦＡＸ）
　・　聴覚障がい者用情報受信装置
　・　人工喉頭（笛式、電動式）
　・　点字図書
　・　居宅生活動作補助用具

　・　特殊寝台
　・　特殊マット
　・　特殊尿器
　・　入浴担架
　・　体位変換器
　・　移動用リフト
　・　訓練いす
　・　訓練用ベッド
　・　入浴補助用具
　・　便器
　・　Ｔ字状・棒状のつえ
　・　移動・移乗支援用具
　・　頭部保護帽
　・　特殊便器
　・　火災警報器
　・　自動消火器
　・　電磁調理器
　・　歩行時間延長信号機用小型送信機
　・　聴覚障がい者用屋内信号装置
　・　ストーマ装具（蓄便袋・蓄尿袋）
　・　紙おむつ等
　・　収尿器（男性用・女性用）

　・　矯正眼鏡
　・　弱視眼鏡
　・　遮光眼鏡
　・　盲人安全つえ
　・　義眼
　・　補聴器
　・　義肢（義手、義足）
　・　装具
　・　車いす

一割の自己負担で下記の補装具の交付・修理が受けられます。事前申請・承認が必要と
なりますので下記窓口へご相談ください。

内　　容

日常
に ち じ ょ う

生活
せ い か つ

用具
よ う ぐ

の給付
き ゅ う ふ

愛荘町役場福祉課　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

愛荘町役場福祉課　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

介護保険制度が優先的に適用されます。

●日常
に ち じ ょ う

生活
せ い か つ

の支援
し え ん

一割の自己負担で下記の日常生活用具の交付が受けられます。事前申請・承認が必要と
なりますので下記窓口へご相談ください。
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対　　象

窓　　口

内　　容

対　　象

窓　　口

備　　考

内　　容

窓　　口

対　　象

窓　　口
（指定管理者）日本管財㈱滋賀県営住宅管理センター
TEL　０７７－５１０－１５００　　FAX　０７７－５２２－２７７８
TEL　０７７－５１０－１５０１（外国人専用）

愛荘町社会福祉協議会　　 愛知川事務所　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７１７０　ＦＡＸ　０７４９-４２-７１７８

内　　容

身体障害者手帳 肢体不自由または視覚障がいの１級、２級 の人

生活
せ い か つ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
か し つ け

所得による支給制限があります。

生活(住宅の増改築・補修等）に必要な資金の貸付制度があります。
なお、所得や障がいの程度により対象要件がありますので事前の相談をお願いします。

重度障がい者の日常生活を容易にするため、便所・風呂等を特別に改造する場合、その
改造費の一部を助成します（事前申請・承認が必要となりますので、改造前に下記窓口ま
でご相談ください）。なお、上記の住宅改修費給付や介護保険制度の住宅改修が適用でき
る場合、これらの制度が優先されます。（限度額：２５万円、１世帯につき１回限り）

下記に該当する住宅改修費、居宅生活動作補助用具購入費を上限 ２０万円 の範囲で給
付します。
なお、費用の 一割 が自己負担となります。　（原則１回限り）

愛荘町役場福祉課　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

１．手すりの取り付け

愛荘町役場福祉課　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

一般世帯向け申込資格に加え、車いすを常用していて、かつ下肢障がい・体幹機能障が
い１～４級の身体障害者手帳を所持する人、またはこれと同程度の障がいを有する満６歳
以上の同居する親族がいる人。

身体
し ん た い

障
し ょ う

がい者
し ゃ

世帯
せ た い

向
む

け県営
け ん え い

住宅
じ ゅ う た く

への入居
に ゅ う き ょ

住宅
じ ゅ う た く

改修費
か い し ゅ う ひ

給付
き ゅ う ふ

４．引き戸等への扉の取替え

３．滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更

６．その他必要な住宅改修

住宅
じ ゅ う た く

改造
か い ぞ う

費
ひ

の助成
じ ょ せ い

身体障害者手帳 ３級 以上の人（下肢・体幹・脳原性移動機能障がい）。
ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい２級以上で、学齢児以上。
身体障害者手帳　１級、２級（肢体不自由または視覚障がい）

２．床段差の解消

５．洋式便器等への便器の取替え
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内　　容

対　　象

窓　　口

内　　容

窓　　口

在宅のスモン障がいの人に対し、年間35,000円の採暖費を支給します。

重度
じ ゅ う ど

身心
し ん し ん

障
し ょ う

がい者
し ゃ

緊急
き ん き ゅ う

通報
つ う ほ う

システム

急病などの緊急事態に胸にかけたペンダントまたは押しボタンを押すと緊急通報が発信さ
れます。

スモン障
し ょ う

害
が い

者
し ゃ

採
さ い

暖
だ ん

費
ひ

支給
し き ゅ う

愛荘町役場福祉課　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

愛荘町役場福祉課　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

緊急通報を発した場合、近隣協力者等関係機関の居住地内への立入りを認め、かつその
際住居等の一部に破損が生じても､一切修復責任を問わない旨の承諾ができる人で、下
記に該当する人。利用料は月額150円です。(通信料は自己負担）

① 満６５歳以上の独居･高齢世帯で常時注意を要する人

② 在宅・独居の重度障がい者および重度障がい者世帯（身体障害者手帳1級・2級）
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窓　　口

備　　考

内　　容

窓　　口

備　　考

内　　容

窓　　口

備　　考

　・　居宅介護（ホームへルプ）
　・　重度訪問介護
　・　行動援護
　・　同行援護
　・　重度障害者等包括支援

内　　容

●　介護給付

障害
し ょ う が い

福祉
ふ く し

サービス

　　・　自立訓練（機能訓練、生活訓練）
　　・　就労移行支援・　宿泊型自立訓練

（問い合わせ・新規の申し込み）愛荘町役場福祉課
　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１    ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８７

・児童発達支援 ・・・・・・・・・施設等への通所における支援のほか、地域にいる障がい児
　　　　　　　　　　　　　　　　　 や家族などの支援も行います。 
・医療型児童発達支援・・・・未就学の障がい児（上肢・下肢または体幹の機能に障がい
                                      のある児童）に児童発達支援及び治療を行います。
・放課後等デイサービス・・・通学している障がい児へ放課後や長期休暇において、生活
                                      能力向上のための訓練の場を提供します。
・保育所等訪問支援 ・・・・・保育所等での集団生活に適応するための支援が、必要な場
　　　　　　　　　　　　　　　　   合に訪問支援を行います。

利用者負担は原則として定率（1割）です。ただし、所得が低い人等への負担軽減措置が
あります。

・　短期入所（ショートステイ）
・　療養介護
・　生活介護
・　共同生活援助（グループホーム）
・　施設入所支援

（問い合わせ・新規の申し込み）愛荘町役場福祉課　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１   ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８７
（利用方法の相談）彦愛犬地域障害者生活支援センター「ステップあップ２１」内
　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９－３５－０３３３ 　ＦＡＸ　０７４９－３５－２１２３

・計画相談支援
障がい児（者）の自立した生活を支え、障がい児（者）の抱える課題の解決や適切なサービ
ス利用ができるよう、障害福祉サービスの支給決定前にサービス利用計画または障害児
支援利用計画を作成します。そして決められた期間ごとにサービスの利用状況の検証を
行い、計画の見直しを行います。
・地域相談支援（地域移行支援事業・地域定着支援事業）
障害者支援施設などに入所している者または精神科病院に入院している精神障がい者に
対して、住居の確保その他の地域における生活に移行するための相談などを行います。
また、居宅において単身などで生活する障がい者に対して常時の連絡体制を確保し、障
がいの特性によって生じた緊急の事態等についての相談や緊急訪問などを行います。

（問い合わせ・新規の申し込み）愛荘町役場福祉課
　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１    ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８７

●障害福祉サービス等

障害福祉サービスには、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練
等給付」があります。介護給付と訓練等給付の内容は下記のとおりです。

・　就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

計画
け い か く

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

・地域
ち い き

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

障害
し ょ う が い

児
じ

通所
つ う し ょ

支援
し え ん

●　訓練等給付

利用者負担は原則として定率（1割）です。ただし、所得が低い人等への負担軽減措置が
あります。

利用者負担は原則として定率（1割）です。ただし、所得が低い人等への負担軽減措置が
あります。
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内　　容

窓　　口

備　　考

地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

窓　　口

利用料は上記窓口までお問い合わせください。

就労
し ゅ う ろ う

の相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営
むことができるよう、以下の事業を実施しています。詳細は下記の窓口へお問い合わせく
ださい。

・　相談支援事業
・　移動支援事業
・　日中一時支援事業
・　地域活動支援センタおよび同センター機能強化事業
　　（デイサービス利用方法の相談は下記の彦愛犬地域障害者生活支援センターまで）
・　訪問入浴サービス事業
・　意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣）
・　日常生活用具給付事業

内　　容

滋賀県障害者
職業センター

ＴＥＬ　０７７‐５６４‐１６４１
ＦＡＸ　０７７-５６４-１６６３

　　障がい者の就職等について、専門の職員が相談・指導を行っています。

働き・暮らし
コトー支援センター
ＴＥＬ　０７４９－２１－２２４５
ＦＡＸ　０７４９－２１－２２４６

彦根公共職業安定所
ＴＥＬ　０７４９－２２－２５００
ＦＡＸ　０７４９－２６－５１８６

（相談支援事業の窓口）・彦愛犬地域障害者生活支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　「ステップあップ２１」内　　　　　　 ＴＥＬ ０７４９－３５－０３３３
                                                                 　    　　　　 ＦＡＸ ０７４９－３５－２１２３
　　　　　　　　　　　　　　 　・彦根学園（重度心身障がい者）  ＴＥＬ  ０７４９－２２－２２６６　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　ＦＡＸ  ０７４９－２２－９７６７　
　
（問い合わせ）　愛荘町役場福祉課　   　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１　
                   　                   　　　　　　　     　　　　　　 　　 ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８７

職業リハビリテーションの一環として、公共職業安定所との連携の
もとに専門のカウンセラーが配置されています。そして、就職のため
の相談、職業に関する能力および適正の評価、職業講習、職業準備
訓練を実施しています。また、職場適応、職場環境の改善等の相談
業務も行っています。

障がい者の就職や日常の生活等についての相談機関です。
障がい者の雇用先の開拓および就労職場の環境づくりを通じて
生活全般を支援しています。
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内　　容

窓　　口

内　　容

窓　　口

生活保護
せ い か つ ほ ご

病気,障がいなどで働くことができず、資産もなく、扶養も受けられず、生計維持困難となっ
た時、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障することと
ともに、その自立を助長することを目的とします。

愛荘町役場福祉課          　     　   　TEL　０７４９-４２-７６９１    FAX  ０７４９-４２-５８８７
湖東健康福祉事務所（彦根保健所）  TEL　０７４９-２１-０２８２　　FAX　０７４９-２６-７５４０

団　体　名 対象等 代表者名

　愛荘町手をつなぐ育成会
心身に障がいがある方と、
家族の方の団体です。

  愛荘町福祉コミュニティー
  親の会

地域共生社会の実現をめざ
すコミュニティー団体です。

　日本オストミー協会
　滋賀県支部

人工膀胱、人工肛門造設の
方の団体です。

愛荘町
あ い し ょ う ち ょ う

内
な い

・近隣
き ん り ん

の障がい者
し ょ う が い し ゃ

団体
だ ん た い

松川　満

草津市東矢倉３－５－２４
（事務局）
ＴＥＬ　０７７－５６２－５２２０
FＡＸ　０７７－５６２－５２２０

住所・連絡先

愛荘町愛知川７２
（愛荘町役場福祉課内）
ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１
ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８７

八木　政廣

・民生委員・児童委員は、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民が、
地域から選ばれ活動しています。
・相談内容に応じて適切な関係機関による支援への「つなぎ役」になります。

民生委員・児童委員
愛荘町役場福祉課　　　　　　ＴＥＬ　０７４９-４２-７６９１　ＦＡＸ　０７４９-４２-５８８７

彦根市
ＴＥＬ　０９０－１３９１－７６０２

多賀町
　柴田　勝義

ＴＥＬ　０７４９－２８－０２２５

民生
み ん せ い

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

森　治久

愛荘町愛知川７２
（愛荘町役場福祉課内）
ＴＥＬ　０７４９－４２－７６９１
ＦＡＸ　０７４９－４２－５８８８

障害者自立支援
センター葦の舟
　　片岡　博

彦根市
　　岸田　清次

彦根市
　　奥村　ますみ

彦根市高宮町１３９３-６
ＴＥＬ　０９０-１４８６-６０５１

米原市下多良2-80-2
ＴＥＬ　０７４９－５０－５６８８
FＡＸ　０７４９－５０－６６５２

木村　史次

地域アドボケーター
（滋賀県地域相談支援
員）

「地域アドボケーター（滋賀県
地域相談支援員）」は、自身で
相談することが難しい障がい
のある方に寄り添い、相談内
容を代弁することにより、障が
い者の権利を擁護し、障害者
差別解消相談員につなぐ役割
を担っています。お住まいの地
域にかかわらず、相談しやす
いアドボケーターにご相談くだ
さい。

　　※詳細は滋賀県HPをご参
照ください。

★湖東地域

　滋賀湖声会
咽頭摘出、その他により発
声機能を喪失した方が発声
訓練するための団体です。
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